
介護区分 基本サービス
サービス提供体制

強化加算1イ
夜勤職員
配置加算

処遇改善加算Ⅰ
特定

処遇改善加算Ⅰ 滞在費 食費 個室料 日用品費 1日の利用料

要支援1 438 18 13 39 13 3,734

要支援2 545 18 13 48 16 3,853

要介護1 586 18 13 51 17 3,898

要介護2 654 18 13 57 18 3,973

要介護3 724 18 13 63 20 4,051

要介護4 792 18 13 68 22 4,126

要介護5 859 18 13 74 24 4,201
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第1段階
1日の利用料金1日の利用料金

1,981

令和　２年　４月改正

第3段階 第2段階

【負担限度額認定証を発行した場合の利用料金】

1日の利用料金

1,171 420滞在費

*短期入所  利用料金（負担金）一覧表*

利用者負担１割  第4段階  基準費用額

1,171 1,392 500 150

特別養護老人ホーム　ハッピーヒルズ(幸せの丘)

300390

※処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善加算Ⅰは各種加算の算定状況により変動する場合があります。

※負担限度額認定証をお持ちの方は、各段階に応じて滞在費・食費が減額になります。

所得区分 第2段階

食費 1,392

820

650

ショートステイ専用

第1段階

320

第4段階 第3段階



※処遇改善加算Ⅰは各種加算の算定状況により変動する場合があります。

◎短期入所サービス（ショートステイ）・従来型個室

①介護サービス費用（法定介護報酬の1割）

③滞在費：１，１７１円（保険外負担：光熱費相当として）

④食費：１，３９２円（保険外負担：食材料費、調理費用として）

※食費の内訳（朝食３５２円、昼食４５５円、夕食５８５円）

★滞在費、食費につきましては、負担軽減措置として、所得に応じた『負担限度額』が設けられます。

②基本加算（サービス提供体制強化加算、夜勤職員配置加算、処遇改善加算）

サービス利用時に『介護保険負担限度額認定証』の提出をお願いします。

⑤日用品費１５０円（保険外負担：シャンプー、石鹸、トイレットペーパー等の日用品費用として）

◎その他の加算について（個別加算）

・送迎加算（片道：184円）

入所時、又は退所時に送迎が必要な場合は別途加算されます。

※短期入所サービス（ショートステイ）のご利用につきましては、利用希望者の居宅介護支援事業者（ケアマネージャー）を  通じてお申込み下さい。


